
随意契約結果一覧表 （令和２年１０月～令和３年３月契約分）　　　　　　

契約担当課・連絡先　 093-582-3135

件 名
契 約 の 相 手 方 の
商 号 又 は 名 称

契約金額
（円）

契 約 締 結 日 随 意 契 約 と し た 具 体 的 な 理 由
根拠
法令
※

予定価格
（円）

備 考

令和３年度 水道会計システ
ム運用保守業務

日本コンピュータ・ダイナミクス
株式会社 福岡営業所

24,068,000 令和3年3月26日

　本業務は、パッケージ製品に対して、本市向けに相当量のカスタマイズ
を実施したシステムを構築した日本コンピューター株式会社から、システ
ムに関するすべての著作権を引き継いだ日本コンピュータ・ダイナミクス株
式会社が実施する運用保守作業である。
　相当量のカスタマイズが行われた資産に対する運用や保守について
は、すべての著作権を引き継いだ本業者でしか対応できないため、随意
契約とした。

公営企
業法施
行令第

２号

非公表
（特命随意契約で、
継続性がある）

長期継続契約

（注）「根拠法令※」は次のように記入しています。

　　○公営企業法施行令：地方公営企業法施行令第21条の14第1項中の該当号

　　　　　　　　　　　

上下水道局　経営企画課



随意契約結果一覧表 （令和２年１０月～令和３年３月契約分）　　　　　　

契約担当課・連絡先　 093-582-3623

件 名
契 約 の 相 手 方 の
商 号 又 は 名 称

契約金額
（円）

契 約 締 結 日 随 意 契 約 と し た 具 体 的 な 理 由
根拠
法令
※

予定価格
（円）

備 考

工業用水道スマート検針シス
テム改修業務

愛知時計電機株式会社
福岡支店

6,259,000 令和2年11月26日

 　同社は工業用水道スマート検針システムの開発業者であり、年間を通
じてシステムの保守運用を行っている。
  本業務の実施にあたっては、システムに関する高度な知識が必要であ
り、開発・保守をしている同社以外では履行することができない。
  仮に、別業者へ委託した場合、システム構成等の把握に時間がかかり、
迅速かつ確実な業務遂行に支障をきたす恐れがある。
 上記理由により、当該業務を実施できる者は「愛知時計電機株式会社」
の他にない。

公営企
業法施
行令第

６号

6,570,300

令和２年度 上下水道料金シ
ステム改修業務

日本電気株式会社
北九州支店

7,920,000 令和2年12月11日

　上下水道料金システムは、その開発業務を日本電気株式会社に委託し
て構築したものであり、同社が当該システムの保守運用を行っている。
　上記特命業者は、当該システムの機能やプログラム内容について熟知
しており、改修結果の検証を容易に行うことができ、また、障害等が発生し
た場合においても、障害の切り分けから復旧まで、迅速な対応が可能であ
るため、当該業者と契約するもの。

公営企
業法施
行令第

６号

7,936,500

令和３年度 上下水道局ホー
ムページ開閉栓受付システ
ム及びサーバ機器運用保守
業務

株式会社 インフォメックス 2,673,000 令和3年3月26日

　上下水道局ホームページ開閉栓受付システムは株式会社インフォメック
スが構築したものである。
　したがって、同システムの円滑な運用保守業務を実施できるのは、ホー
ムページの構成、内容等を熟知している当該業者の他にないため、契約
するもの。

公営企
業法施
行令第

６号

非公表
（特命随意契約で、
継続性がある）

（注）「根拠法令※」は次のように記入しています。

　　○公営企業法施行令：地方公営企業法施行令第21条の14第1項中の該当号

　　　　　　　　　　　

上下水道局　営業課



随意契約結果一覧表 （令和２年１０月～令和３年３月契約分）　　　　　　

契約担当課・連絡先　 093-582-3623

件 名
契 約 の 相 手 方 の
商 号 又 は 名 称

契約金額
（円）

契 約 締 結 日 随 意 契 約 と し た 具 体 的 な 理 由
根拠
法令
※

予定価格
（円）

備 考

令和３年度 上下水道料金シ
ステム運用・保守業務委託

日本電気株式会社
北九州支店

65,260,800
(月額5,438,400)

令和3年3月29日

  現在、上下水道局で利用している水道料金システムについては、同シス
テムの利用権及び運用範囲の限定に係る権利は上下水道局に帰属する
ものの、著作権については、本システムを構築した日本電気株式会社北
九州支店が保持している。
  円滑なシステム運用・保守にあたっては、当該システムの著作権を有
し、かつ構成等を熟知している業者でないと実施出来ないため、当該業者
と契約するもの。

公営企
業法施
行令第

６号

非公表
（特命随意契約で、
継続性がある）

令和3年度宗像地区上下水
道料金システム運用・保守業
務委託

富士通Japan株式会社
北九州支店

9,774,573 令和3年3月31日

　本業務は、平成２８年３月３日付で宗像地区事務組合と締結し
た、「宗像地区事務組合水道事業等の営業業務に関する覚書」の規
定により、宗像地区事務組合がライセンスを所有する料金システム
ソフトウェア開発会社である当該事業者と随意契約を締結するよう
契約の相手方があらかじめ特定されているため。

公営企
業法施
行令第

２号

非公表
（特命随意契約で、
継続性がある）

（注）「根拠法令※」は次のように記入しています。

　　○公営企業法施行令：地方公営企業法施行令第21条の14第1項中の該当号

上下水道局　営業課



随意契約結果一覧表 （令和２年１０月～令和３年３月契約分）　　　　　　

契約担当課・連絡先　 093-582-3141

件 名
契 約 の 相 手 方 の
商 号 又 は 名 称

契約金額
（円）

契 約 締 結 日 随 意 契 約 と し た 具 体 的 な 理 由
根拠
法令
※

予定価格
（円）

備 考

国道占用申請資料作成業務
委託

株式会社 ジオクラフト 6,523,000 令和2年11月30日

　本業務は、北九州市上下水道局が運用する水道マッピングシステムを
活用し、国道に埋設している水道施設について、占用更新申請資料の作
成を行うものであるが、使用しているソフトウエアは株式会社ジオクラフト
が独自に開発したものであり、ソフトウエアの利用及び運用に係る権利は
上下水道局に帰属するものの、著作権については、本システムを構築し
た株式会社ジオクラフトが保持している。
　また、システムの技術内容も公開されておらず、他社ではプログラムの
解析やシステム構成等の把握に相当の時間と費用が必要となり業務の履
行が困難であるため、本システムの著作権を有しかつ構成等を熟知して
いる上記業者に特命したもの。

公営企
業法施
行令第

２号

非公表
（特命随意契約で、
継続性がある）

（注）「根拠法令※」は次のように記入しています。

　　○公営企業法施行令：地方公営企業法施行令第21条の14第1項中の該当号

　　　　　　　　　　　

上下水道局　広域事業課



随意契約結果一覧表 （令和２年１０月～令和３年３月契約分）　　　　　　

契約担当課・連絡先　 093-582-3062　

件 名
契 約 の 相 手 方 の
商 号 又 は 名 称

契約金額
（円）

契 約 締 結 日 随 意 契 約 と し た 具 体 的 な 理 由
根拠
法令
※

予定価格
（円）

備 考

給水装置維持管理指導業務
委託

第一環境 ケイ・イー・エス共同
企業体

1,694,000 令和2年10月23日

　本業務は、漏水調査業務に付随して、給水装置の維持管理指導を実施
するものである。
　メーター検針と同時に実施している簡易漏水調査は、先行業務で現場
の状態を熟知していることもあり、比較的低廉な価格で調査業務を実施し
ている。
　そこで、簡易漏水調査と合わせて給水装置指導を行うことを検討し、簡
易漏水調査を受注している左記業者に見積りを依頼したところ、通常設計
と比較して著しく有利な金額で業務の実施を行えることがわかった。
　このため、メーター検針及び簡易漏水調査と同時に業務の履行が可能
な左記業者に特命随契したもの。

公営企
業法施
行令第

６号

非公表
（特命随意契約で、
継続性がある）

マッピングシステムデータ更
新他業務委託

株式会社 ジオクラフト 62,700,000 令和2年10月23日

　現在、上下水道局で利用している水道マッピングシステムで使用してい
るソフトウェアは㈱ジオクラフトが独自に開発したものであり、ソフトウェア
の利用及び運用に係る権利は上下水道局に帰属するものの、著作権に
ついては、本システムを構築した株式会社ジオクラフトが保持している。
　仮に別業者へ委託した場合に、上下水道局から提供できる資料は仕様
書等のドキュメント類のみであり、プログラムのソースコードは提供するこ
とができないため、プログラムの解析やシステム構築等の把握に相当の
時間と費用が必要となり、迅速かつ確実な業務遂行に支障をきたす恐れ
がある。
　危機管理にも不可欠な本システムの円滑なデータ更新にあたっては、当
該システムの著作権を有し、かつ構成等を熟知している業者でないと実施
できない。
　以上のことから、特命随意契約したもの。

公営企
業法施
行令第

２号

非公表
（特命随意契約で、
継続性がある）

令和２年度 北九州市積算シ
ステム(水道工事)改修業務
委託(その２)

株式会社 九州日立システムズ
北九州支店

1,265,000 令和3年2月22日

　本業務は、水道工事の積算において、間接工事費等に係る違算を防止
するため、本市の土木積算システム（水道工事）を改修するものである。
　本業務は、北九州市精算システムを開発し、年間を通じてシステムの運
用管理業務（技術監理局発注）を行っている左記業者でなければ履行が
できないため、左記業者に特命随意契約したもの。

公営企
業法施
行令第

２号

非公表
（特命随意契約で、
継続性がある）

（注）「根拠法令※」は次のように記入しています。

　　○公営企業法施行令：地方公営企業法施行令第21条の14第1項中の該当号
　　　　　　　　　　　

上下水道局　計画課



随意契約結果一覧表 （令和２年１０月～令和３年３月契約分）　　　　　　

契約担当課・連絡先　 093-582-3062　

件 名
契 約 の 相 手 方 の
商 号 又 は 名 称

契約金額
（円）

契 約 締 結 日 随 意 契 約 と し た 具 体 的 な 理 由
根拠
法令
※

予定価格
（円）

備 考

令和２年度 研修資料（マッピ
ング）作成業務委託

株式会社 ジオクラフト 2,057,000 令和3年3月5日

　本業務は、水道ライン研修において、水道事業の変遷を理解するため、
マッピングシステムを活用し、各年代や事業の節目における施設平面図
（給水区域及び浄水場、配水池、管網等）を作成するものである。
　本業務は、マッピングシステムを開発し、データの更新業務を行っている
左記業者でなければ履行ができないため、当該業者に特命随意契約した
もの。

公営企
業法施
行令第

２号

非公表
（特命随意契約で、
継続性がある）

応急給水用具保管業務委託 北九州管工事協同組合 3,685,000 令和3年3月19日

　災害により広域が断水となる場合は、給水タンク車による応急給水活動
を行うが、上下水道局のみで対応できない場合については「災害時におけ
る応急措置の協力に関する協定書」（以下「災害協定」という。）により北九
州管工事協同組合に応援を依頼することとしている。
　この災害協定に基づき、非常時においても迅速に対応できるように、応
急給水活動に必要な応急給水用具の保管を、平常時の管理も含め、災
害協定締結者である北九州管工事協同組合に特命し、危機管理体制の
強化を図るもの。

公営企
業法施
行令第

２号

非公表
（特命随意契約で、
継続性がある）

倉庫資材管理業務委託 北九州管工事協同組合 24,842,400 令和3年3月19日

　本業務は、水道事業で使用する管やバルブ等の支給材料及び水道メー
ターを管理するものである。
　業務内容は、納品業者からの納入や請負業者への払出等を行うととも
に、上下水道局が行う納品業者への発注の調整や、請負業者の払出等
の調整、支給材料等の在庫数量や配置状況の確認、倉庫等の維持管理
を行うものである。
　業務の円滑な実施にあたっては、支給材料等に関する専門的な知識や
水道の実務知識を有する必要がある。
　左記業者は、市内の指定水道工事店が多数加盟している官公需適格組
合であり、水道工事及び支給材料等の専門知識を有するとともに納品業
者(又は資材の配送業者)や請負業者との調整力もあり、現場の状況等を
十分に把握し円滑に本業務を実施することのできる唯一の業者である。
　なお、H30年12月に本業務への参加者の有無を確認する公募手続きを
行ったところ、他に履行できる者がいないことを確認している。

公営企
業法施
行令第

２号

非公表
（特命随意契約で、
継続性がある）

（注）「根拠法令※」は次のように記入しています。

　　○公営企業法施行令：地方公営企業法施行令第21条の14第1項中の該当号

上下水道局　計画課



随意契約結果一覧表 （令和２年１０月～令和３年３月契約分）　　　　　　

契約担当課・連絡先　 093-582-3062　

件 名
契 約 の 相 手 方 の
商 号 又 は 名 称

契約金額
（円）

契 約 締 結 日 随 意 契 約 と し た 具 体 的 な 理 由
根拠
法令
※

予定価格
（円）

備 考

給水装置工事審査・検査補
助等業務委託

株式会社 北九州ウォーター
サービス

96,096,000 令和3年3月19日

　株式会社北九州ウォーターサービスは、本市のガバナンスの下で上下
水道事業の基幹的業務の効率的・安定的な事業体制の維持を図ること等
を目的に一般財団法人北九州上下水道協会が外郭団体に移行した法人
であり、同協会としての期間を含め、本市上水道行政に精通し、かつ専門
知識や技術を有した職員を活用するとともに、永年にわたる本市上下水
道事業の行政行為を補完する業務の実績を持つ事業者である。
　本業務は、当局が水道法に基づいて行う給水装置工事の審査・検査を
補助する業務であることから、関係法規や実務に関して高度の知識等を
有し、かつ手続きに際し、利害関係が絡む可能性のある民間業者より公
平性が確保できる当該事業者に、本業務を特命したもの。

公営企
業法施
行令第

２号

非公表
（特命随意契約で、
継続性がある）

宗像地区水道施設維持管理
等業務委託

株式会社 北九州ウォーター
サービス

733,812,800 令和3年3月19日

　本市は、平成26年11月７日に宗像地区事務組合と「宗像地区水道事業
包括業務委託に関する基本協定」を締結し、平成28年４月１日から受託業
務を開始している。
　本業務委託は、受託業務のうち、水道施設の維持管理業務（浄水場の
運転・管理、給水装置の設計審査・検査、その他水道施設全般の維持管
理）及び建設改良工事に関する業務（設計・監督・検査等）を行うものであ
り、広範に亘るものである。
　この業務については、宗像地区住民の重要なライフラインである水道を
安全かつ安定的に供給する必要があることから、委託者である宗像地区
事務組合からは、受託業務のうち技術的な業務や施設に関する業務に民
間企業を活用する場合、水道事業に関する技術を有することはもとより、
北九州市が企業運営に関与することで社会経済情勢や企業経営に左右
されることなく業務の目的を確実に責任を持って行うことができる相手方と
して、｢宗像地区事務組合水道事業包括業務委託に係る業務の管理及び
執行に関する確認書（平成28年2月29日締結）｣第５条において、株式会
社北九州ウォーターサービスの活用が明記されている。
　株式会社北九州ウォーターサービスは、本市のガバナンスの下で上下
水道事業の基幹的業務の効率的・安定的な事業体制の維持を図ること等
を目的に一般財団法人北九州上下水道協会が外郭団体に移行した法人
であり、同協会としての期間を含め、本市上水道行政に精通し、かつ専門
知識や技術を有した職員を活用するとともに、過去、本市上下水道局の
業務を多数請け負ってきたことでノウハウを多く蓄積し、事故時でもその
経験と知識に基づき迅速にかつ的確な対応が可能であり、本業務に必要
な条件を満足する唯一の業者であることから、同社に特命するものであ
る。
　本業務の委託額については、厚生労働省がアドバイザーとなって公益
社団法人日本水道協会が策定した「水道施設管理業務第三者委託積算
要領（案）」に基づき本市が積算したものであり、妥当な価格となっている。
　また、本業務委託を株式会社北九州ウォーターサービスと随意契約する
ことについては、平成28年2月12日開催の北九州市外郭団体随意契約適
正化委員会において、承認を得ており、令和2年1月31日開催の北九州市
外郭団体評価会議における継続審議についても承認を得ている。

公営企
業法施
行令第

２号

非公表
（特命随意契約で、
継続性がある）

（注）「根拠法令※」は次のように記入しています。

　　○公営企業法施行令：地方公営企業法施行令第21条の14第1項中の該当号

　　　　　　　　　　　

上下水道局　計画課



随意契約結果一覧表 （令和２年１０月～令和３年３月契約分）　　　　　　

契約担当課・連絡先　 093-582-3062　

件 名
契 約 の 相 手 方 の
商 号 又 は 名 称

契約金額
（円）

契 約 締 結 日 随 意 契 約 と し た 具 体 的 な 理 由
根拠
法令
※

予定価格
（円）

備 考

配水管理システム改良業務
委託

メタウォーター 株式会社 9,900,000 令和3年3月25日

　本業務は、浄水場及び配水路上局の設備の更新等に伴い発生した、既
存設備との変更を反映させるため、配水管理システムの機能の増設を行
うものである。
　配水管理システムは、当該業者が製造したソフトウェアで構築したシステ
ムであり、本業務はそのソフトウェアの一部について機能を増設するもの
である。
　そのため本業務は配水管理システムの製造者であり、同システムに精
通した当該業者でなければ履行不可能なため、特命随意契約としたも
の。

公営企
業法施
行令第

２号

非公表
（特命随意契約で、
継続性がある）

（注）「根拠法令※」は次のように記入しています。

　　○公営企業法施行令：地方公営企業法施行令第21条の14第1項中の該当号

　　　　　　　　　　　

上下水道局　計画課



随意契約結果一覧表 （令和２年１０月～令和３年３月契約分）　　　　　　

契約担当課・連絡先　 093-582-3155

件 名
契 約 の 相 手 方 の
商 号 又 は 名 称

契約金額
（円）

契 約 締 結 日 随 意 契 約 と し た 具 体 的 な 理 由
根拠
法令
※

予定価格
（円）

備 考

ます渕水力発電設備点検業
務委託

東芝ＥＩコントロールシステム株
式会社

5,830,000 令和3年1月20日

　水力発電設備のトラブルは、業務に重大な支障をきたす。したがって、
的確な点検整備と、故障発生に早急に対応できるよう保守体制を構築す
る必要がある。
　点検整備対象の設備は、ます渕発電所の特性に併せた設計、製造を
行っていることから、点検整備及び修繕に当たっては設備の構造や制御
技術を熟知した製造設置業者しか行えない。
　よって、本業務を行えるのは、当該設備を製造設置した株式会社東芝の
代理店である東芝ＥＩコントロールシステム株式会社のみであるため。

公営企
業法施
行令第

２号

非公表
（特命随意契約で、
継続性がある）

伊佐座臭気連続測定装置点
検整備業務委託

安武科学器械 株式会社 2,310,000 令和3年2月25日

　本業務委託は、島津製作所製の臭気連続測定装置の点検、整備及び
遠隔監視を実施するものである。この装置は、水質基準の設けられた臭
気物質を連続で測定するもので、粉末活性炭の注入率設定等にも関わる
水処理上重要な設備である。
　当該設備の点検整備業務は専門的な知識を必要とし、島津製作所から
代理店として登録された業者のみが実施できるものである。福岡県北九
州市で代理店登録されている業者は、実質安武科学器械株式会社だけ
（ほかに1社、北九州市で登録された代理店が存在するが、日本製鉄株式
会社限定となっている）であるため。

公営企
業法施
行令第

２号

非公表
（特命随意契約で、
継続性がある）

長期継続契約

多礼浄水場他自家用電気工
作物保安管理業務委託

一般財団法人 九州電気保安
協会 北九州支部

1,650,000 令和3年2月25日

　本業務委託は、電気事業法に基づき、浄水場及び取水場の電気設備の
保安を確保するものである。
　浄水場及び取水場は、市民生活に欠かせないインフラである水道水を
供給する非常に重要な施設である。電気設備の故障等による停電は、た
とえ短時間であっても施設の機能停止の原因となり、消毒設備等の停止
による水道水の汚染や送水設備の停止による広範な断水が発生すれ
ば、市民生活への影響は甚大なものとなる。
　以上のことから、本業務委託の履行に当たっては電気設備の保安に対
する高度な知識は勿論のこと、緊急時対応への機敏性・組織的な対応力
の確保が求められるため、次のような条件が必要となる。
　①対象電気工作物毎に異なる保安業務担当者を選定すること。
　②緊急時には1時間以内に対象施設に到着できること。
　③年間を通じて発注者と常時連絡（24時間）をとれる体制にあること。
　④浄水場での保安業務経験が過去2年間のうちにあること。
　⑤指揮命令系統が整っている電気保安法人であること。
　以上の条件をすべて満たしているので、特命随意契約とするもの。

公営企
業法施
行令第

２号

非公表
（特命随意契約で、
継続性がある）

長期継続契約

（注）「根拠法令※」は次のように記入しています。

　　○公営企業法施行令：地方公営企業法施行令第21条の14第1項中の該当号

　　　　　　　　　　　

上下水道局　浄水課



随意契約結果一覧表 （令和２年１０月～令和３年３月契約分）　　　　　　

契約担当課・連絡先　 093-582-3155

件 名
契 約 の 相 手 方 の
商 号 又 は 名 称

契約金額
（円）

契 約 締 結 日 随 意 契 約 と し た 具 体 的 な 理 由
根拠
法令
※

予定価格
（円）

備 考

油木エレベータ保守点検業
務委託

日本オーチス・エレベータ 株式
会社 九州支店

1,465,200 令和3年2月25日

　本業務委託は、油木発電所に設置してあるエレベータ設備の保守点検
及び遠隔監視業務を行うものである。対象のエレベータは設置環境が厳
しいため一部部品を防滴仕様とし、ドア廻りや昇降路関係部品もダム施設
に合わせたものを採用している等の特殊仕様である。
　また油木発電所は無人施設であり、事故が発生した場合、発見の遅れ
により人命に関わる可能性があるため安全性の確保が必須である。さら
に緊急時には遠隔監視設備による対応及び迅速かつ確実な処置が求め
られる。油木発電所の環境に合わせて製作されたエレベータについて責
任を持って業務を遂行できるのは、製造メーカーであり保守点検業務およ
び定期修繕工事を請け負ってきたシンドラーエレベータ株式会社からサー
ビス事業について事業取得を行った当該業者のみであるため。

公営企
業法施
行令第

２号

非公表
（特命随意契約で、
継続性がある）

長期継続契約

井手浦他２箇所監視制御シ
ステム保守点検業務委託

株式会社 日立製作所
九州支社 北九州営業所

17,270,000 令和3年3月9日
　本業務の対象となる監視制御システムは、株式会社日立製作所が製造
したソフトウェアで構築したシステムであり、保守及び故障時の対応は、設
備の構造・機能を熟知した製造メーカーでしかできないため。

公営企
業法施
行令第

２号

非公表
（特命随意契約で、
継続性がある）

長期継続契約

藍島配水設備点検整備業務
委託

藍島環境サービス 3,454,000 令和3年3月11日

　本業務は藍島配水施設全般にわたる機械設備、電気計装設備、送配水
管路および弁類等の配水設備を維持管理、緊急時保守するものである。
維持管理等は、水質管理、水処理技術および配水管路維持管理等の知
識や実務経験を要するものである。また、緊急事故対応には離島におけ
る海上交通の利便性から、受注者には島内業者で且つ業務の履行が適
正に行えるものが要求されるため。

公営企
業法施
行令第

２号

非公表
（特命随意契約で、
継続性がある）

長期継続契約

（注）「根拠法令※」は次のように記入しています。

　　○公営企業法施行令：地方公営企業法施行令第21条の14第1項中の該当号

　　　　　　　　　　　

上下水道局　浄水課



随意契約結果一覧表 （令和２年１０月～令和３年３月契約分）　　　　　　

契約担当課・連絡先　 093-582-3155

件 名
契 約 の 相 手 方 の
商 号 又 は 名 称

契約金額
（円）

契 約 締 結 日 随 意 契 約 と し た 具 体 的 な 理 由
根拠
法令
※

予定価格
（円）

備 考

排水処理施設運転整備等業
務委託

株式会社 北九州ウォーター
サービス

247,000円/回ほ
か

令和3年3月11日

　本業務は、市民の重要なライフラインとしての水道を24時間間断なく安
定的に安全な水を供給する浄水場の浄水処理工程の一部である排水処
理施設の運転業務である。排水処理施設の業務は浄水処理業務と連動
しているため、通常時はもとより事故や災害時にも適切に対応しなけれ
ば、浄水処理に支障をきたし市民生活への給水に重大な影響を与えるこ
とになる。
　そのため本業務の履行可能な者の条件としては、高い水道技術を保有
していることだけではなく、本市独自の水事情や水道施設に関して市職員
に準じたノウハウや専門知識が要求される。
　株式会社北九州ウォーターサービスは、本市のガバナンスの下で上下
水道事業の基幹的業務の効率的・安定的な事業体制の維持を図ること等
を目的に一般財団法人北九州上下水道協会が外郭団体に移行した法人
であり、同協会としての期間を含め、本市上下水道局独自の水事情や施
設に精通し、過去、本市上下水道局の業務を多数請け負ってきたことで、
ノウハウを多く蓄積し事故時でもその経験と知識に基づき、迅速かつ的確
な対応が可能であるため。

公営企
業法施
行令第

２号

非公表
（特命随意契約で、
継続性がある）

長期継続契約
複数単価契約

監視制御システム等保守点
検業務委託

メタウォーター 株式会社
北九州営業所

11,110,000 令和3年3月17日
　本業務の対象となる監視制御システムは、メタウォーター株式会社が製
造したソフトウェアで構築したシステムであり、保守及び故障時の対応は、
設備の構造・機能を熟知した製造メーカーでしかできないため。

公営企
業法施
行令第

２号

非公表
（特命随意契約で、
継続性がある）

長期継続契約

（注）「根拠法令※」は次のように記入しています。

　　○公営企業法施行令：地方公営企業法施行令第21条の14第1項中の該当号

　　　　　　　　　　　

上下水道局　浄水課



随意契約結果一覧表 （令和２年１０月～令和３年３月契約分）　　　　　　

契約担当課・連絡先　 093-582-2480

件 名
契 約 の 相 手 方 の
商 号 又 は 名 称

契約金額
（円）

契 約 締 結 日 随 意 契 約 と し た 具 体 的 な 理 由
根拠
法令
※

予定価格
（円）

備 考

令和２年度 管更生工事設計
積算基準改訂業務委託

一般社団法人 北九州市建設
コンサルタント協会

6,248,000 令和2年10月9日

　本業務委託は、現在運用している「管更生工事設計積算基準」の改訂を
行うものである。業務の内容について、2017年に策定された日本下水道
協会の「管きょ更生工法における設計・施工管理ガイドライン」を踏まえ、
更生工法の構造計算手法等（管きょ更生工法の要求性能）を見直すこと
に加え、施工技術の進展に対応した工法選定などの検討を実施するもの
である。
　これら、更生工法が抱える課題の解決に向けた検討課題を単独で履行
可能な下水道の指名業者はいないことから、市内のコンサルタントを取り
まとめている一般社団法人北九州市建設コンサルタント協会と特命随意
契約するもの。

公営企
業法施
行令第

２号

非公表
（特命随意契約で、
継続性があるた
め）

令和３年度 仮設排水ポンプ
運用業務委託

北九州管工事共同組合 21,866,900 令和3年3月24日

　北九州管工事共同組合は、平成１９年３月３０日に本市と災害協定を締
結しており、「災害時における応急措置の協力に関する協定書」に基づ
き、当該相手方となることが特定されるものであり、本協定書の第３条の
運用要請に基づき業務を実施する業者であることから、北九州管工事共
同組合と特命随意契約するもの。

公営企
業法施
行令第

２号

非公表
（特命随意契約で、
継続性があるた
め）

排水設備工事審査補助等業
務委託

株式会社 北九州ウォーター
サービス

54,384,000 令和3年3月30日

　株式会社北九州ウォーターサービスは、本市のガバナンスの下で上下
水道事業の基幹的業務の効率的・安定的な事業体制の維持を図ること等
を目的に一般財団法人北九州上下水道協会が外郭団体に移行した法人
であり、同協会としての期間を含め、永年にわたり本市の上下水道事業に
関わる収納業務や施設管理業務、排水設備工事審査補助業務等の行政
行為を補完する業務の実績を有するとともに、本市下水道行政に精通し、
かつ専門知識や技術を有した職員を活用している。
　排水設備工事審査補助業務並びに水洗化普及・勧奨業務は、下水道法
に準じ、それぞれ排水設備工事の計画確認及び完了検査、水洗便所の
改造指導及び資金融通等に関する相談といった行政行為を補完する業
務を主たる内容としている。
　このため、業務の執行にあたっては、関係法令を踏まえた高度な知識や
実務経験、公平性の確保が求められている。また、水洗便所への改造指
導等と排水設備の計画確認・完了検査に関する業務は相互に関連性が
高いため、密接不可分である。
　以上のことから、現時点において本業務の履行が可能なものは、当該事
業者に限定されることから、株式会社北九州ウォーターサービスと特命随
意契約するもの。

公営企
業法施
行令第

２号

非公表
（特命随意契約で、
継続性があるた
め）

（注）「根拠法令※」は次のように記入しています。

　　○公営企業法施行令：地方公営企業法施行令第21条の14第1項中の該当号

　　　　　　　　　　　

上下水道局　下水道計画課



随意契約結果一覧表 （令和２年１０月～令和３年３月契約分）　　　　　　

契約担当課・連絡先　 093-582-2482

件 名
契 約 の 相 手 方 の
商 号 又 は 名 称

契約金額
（円）

契 約 締 結 日 随 意 契 約 と し た 具 体 的 な 理 由
根拠
法令
※

予定価格
（円）

備 考

令和２年度 管更生工事設計
積算基準改訂業務委託

一般社団法人 北九州市建設
コンサルタント協会

6,248,000 令和2年10月9日

　 業務の内容について、2017年に策定された日本下水道協会の「管きょ
更生工法における設計・施工管理ガイドライン」を踏まえ、更生工法の構
造計算手法等（管きょ更生工法の要求性能）を見直すことに加え、施工技
術の進展に対応した工法選定などの検討を実施するものである。
　これら、更生工法が抱える課題の解決に向けた検討業務を単独で履行
可能な下水道の指名業者はいないことから、市内のコンサルタントを取り
まとめている一般社団法人北九州市建設コンサルタント協会と特命随意
契約するもの。

公営企
業法施
行令第

２号

非公表（特命随契
で、継続性がある）

（注）「根拠法令※」は次のように記入しています。

　　○公営企業法施行令：地方公営企業法施行令第21条の14第1項中の該当号

　　　　　　　　　　　

上下水道局　下水道整備課



随意契約結果一覧表 （令和２年１０月～令和３年３月契約分）　　　　　　

契約担当課・連絡先　 093-582-2485　

件 名
契 約 の 相 手 方 の
商 号 又 は 名 称

契約金額
（円）

契 約 締 結 日 随 意 契 約 と し た 具 体 的 な 理 由
根拠
法令
※

予定価格
（円）

備 考

雨水ポンプ運転等支援シス
テムデータベース拡張作業業
務委託

株式会社 日立製作所
九州支社 北九州支店

2,090,000 令和3年2月4日

　本業務は、雨水ポンプ運転等支援システムに設置される雨量データ収
集・配信サーバーのデータベース拡張作業と動作確認を行うものである。
　この雨水ポンプ運転等支援システムは、株式会社日立製作所で開発さ
れたものであり、このシステムの技術内容は一般に公開されていない。そ
のため、開発業者である株式会社日立製作所でないと本業務を行うこと
が出来ず、今回の業務履行ができない。
　よって、当該業者と特命随意契約するもの。

公営企
業法施
行令第

２号

非公表
（特命随意契約で、
継続性がある）

設備保全システム保守業務
委託

日本水工設計 株式会社
九州支社

1,540,000 令和3年3月17日

　本業務は、設備保全システムについて年間を通じて保守及びシステム
更新作業等を行うものである。
　この設備保全システムは、日本水工設計㈱で開発されたものであり、こ
のシステムの技術内容は一般に公開されていない。そのため、開発業者
である日本水工設計株式会社でないと本業務を行うことが出来ず、今回
の業務履行ができない。
　よって、当該業者と特命随意契約するもの。

公営企
業法施
行令第

２号

非公表
（特命随意契約で、
継続性がある）

曽根浄化センター他２３箇所
自家用電気工作物保安業務
委託

一般財団法人 九州電気保安
協会 北九州支部

14,724,600 令和3年3月17日

　本業務は、電気事業法に基づき、浄化センター、ポンプ場の電気設備の
保安を確保するものである。
　浄化センター及びポンプ場は、２４時間流入する下水を常時処理する市
民生活にとって非常に重要な施設である。電気設備のトラブルは短時間
であっても、施設の機能停止の原因となり、市街地の浸水被害やトイレ等
の排水トラブル、川や海の水質汚濁が発生し、市民生活にとって致命的な
ものとなる。
　以上のことから、受注者には電気設備の保安に対する高度な知識は勿
論のこと、全市に及ぶ風水害等による緊急時対応への機敏性・組織的な
対応力を確保するため、次のような条件が必要となる。
　①対象事業場毎に異なる保安業務担当者を選定すること。（２４箇所）
　②緊急時には１時間以内に施設に到着できること。
　③電気事故等に備え、区分開閉器、高圧ケーブル等の主要機器を保有
すること。
　④指揮命令系統が整っている電気保安法人であること。
　⑤市と担当者間で連絡がとれない場合については、代務者を４名提示
すること。
　この条件を全て満たしているのは、一般財団法人九州電気保安協会し
かないため当該業者と特命随意契約するもの。

公営企
業法施
行令第

２号

非公表
（特命随意契約で、
継続性がある）

（注）「根拠法令※」は次のように記入しています。

　　○公営企業法施行令：地方公営企業法施行令第21条の14第1項中の該当号

　　　　　　　　　　　

上下水道局　施設課



随意契約結果一覧表 （令和２年１０月～令和３年３月契約分）　　　　　　

契約担当課・連絡先　 093-582-2485　

件 名
契 約 の 相 手 方 の
商 号 又 は 名 称

契約金額
（円）

契 約 締 結 日 随 意 契 約 と し た 具 体 的 な 理 由
根拠
法令
※

予定価格
（円）

備 考

日明浄化センター気象情報
配信業務委託

一般財団法人 日本気象協会
九州支社

2,035,000 令和3年3月17日

　本業務は、雨水ポンプ運転等支援システムにおいて各端末で閲覧する
気象情報（地域雨量、雨雲データ等）を得るものである。
　業務委託にあたり、本市の有資格者業者（複数社）に履行可能の可否
等について調査したところ、上記業者以外に履行可能な業者がいないこと
が判明した。
よって、当該業者と特命随意契約するもの。

公営企
業法施
行令第

２号

非公表
（特命随意契約で、
継続性がある）

日明浄化センター展示装置
点検業務委託

株式会社 サクセス 1,034,000 令和3年3月22日

　本業務は、日明浄化センター管理棟（ビジターセンター）の展示装置（ジ
オラマシアター、海外事業紹介装置）を常に安定的に動作させるための定
期点検や緊急点検を行うものである。
　点検対象の装置は、見学者や視察者が北九州市における下水道につ
いて映像等を用いることにより、楽しみながら体感するための装置であり、
見学及び視察対応には欠かせないものである。また、パソコンや電子回
路等により制御されており、不具合発生時には専門業者による速やかな
復旧が必要となる。
　この展示装置は、株式会社サクセスにより独自の知見・ノウハウに基づ
き作製されたものであり、且つ、ソフトウェアや電子制御回路図は市に帰
属されていないため、他業者で保守するのは不可能である。
　よって、当該業者と特命随意契約するもの。

公営企
業法施
行令第

２号

非公表
（特命随意契約で、
継続性がある）

（注）「根拠法令※」は次のように記入しています。

　　○公営企業法施行令：地方公営企業法施行令第21条の14第1項中の該当号

　　　　　　　　　　　

上下水道局　施設課



随意契約結果一覧表 （令和２年１０月～令和３年３月契約分）　　　　　　

契約担当課・連絡先　 093-582-2485　

件 名
契 約 の 相 手 方 の
商 号 又 は 名 称

契約金額
（円）

契 約 締 結 日 随 意 契 約 と し た 具 体 的 な 理 由
根拠
法令
※

予定価格
（円）

備 考

大手町ポンプ場他３ポンプ場
運転整備等業務委託

九州ヂャニターサービス 株式
会社

95,898,000 令和3年3月23日

　大手町ポンプ場などの合流ポンプ場においては、２４時間休むことなく流入する汚
水を浄化センターに送水するとともに、雨天時には雨水が流入するため浸水防除の
目的から安全に排除することが求められる。
　また台風や豪雨などの警戒体制に際しては、ポンプ場への流入する水量が分流式
よりも合流式のほうが非常に多く、ポンプ場に常駐し、停電が発生すればゲート操作
による流入量の調整から、発電機の起動、ポンプの運転再開などの一連の操作を行
い、設備が故障した場合には、速やかに他の設備に切り替えて故障設備の復旧に
努めることは分流式よりも合流式のほうが非常に細心の注意が必要となる。
　更に、城野ポンプ場の大手町ポンプ場からの遠隔監視装置は耐用年数を過ぎ、老
朽化が確実に進行しており、故障等による遠隔監視不可となった場合、現場に急行
した運転員と連絡を取りつつ城野で一切の操作を行ない、地域特性のある送水ノウ
ハウにより汚水を神嶽ポンプ場、大手町ポンプ場や日明浄化センターに送水し続け
なければならない。
　よって、ポンプ場の設備の設置状況、機器類の老朽化の状況、送水管の流下能
力、合流特有の雨天時の流入特性等それぞれの違いがあり、浸水の防除に寄与す
ることが重要である。
　仮に下水道実務経験者であっても下水道施設の運転整備を直ちに行える人材を
求めることはきわめて困難である。
　従って、これらの運転整備等業務に必要な要件について、長年蓄積された技術力
とノウハウを、唯一有している当該業者と特命随意契約するもの。

公営企
業法施
行令第

２号

非公表
（特命随意契約で、
継続性がある）

皇后崎浄化センター他２ポン
プ場運転整備等業務委託

株式会社 ケイ・イー・エス 188,100,000 令和3年3月23日

　則松などの合流ポンプ場においては、２４時間休むことなく流入する汚水を浄化セ
ンターに送水するとともに、雨天時には雨水を安全に排除することが求められる。こ
のため通常時においても雨天時に備え、ポンプ設備が確実に稼動するように整備で
きていなければならない。また台風や豪雨などの警戒体制に際しては、ポンプ場に
常駐し、停電が発生すればゲート操作による流入量の調整から、発電機の起動、ポ
ンプの運転再開などの一連の操作を行い、設備が故障した場合には、速やかに他
の設備に切り替えて故障設備の復旧に努めなければならない。遠隔監視装置の断
線や故障時には、浄化センターからの運転が出来ないため、センターへの連絡を取
りつつポンプ場で一切の操作を行ない、雨水を確実に排除し、汚水は浄化センター
に送水し続けなければならない。
　皇后崎浄化センターにおいても、日々の下水処理を行いつつ、常に雨天時の増水
に対応できるよう水処理設備を整備し、故障が発生した場合は、臨機応変な対応が
できるように準備していなければならない。また汚泥処理では、発生する汚泥を安定
的に脱水処理するために常に変化する汚泥性状に応じた運転が求められる。
　このように浄化センターやポンプ場の設備は、設置されている状況や機器類の型
式あるいは老朽化の状況等それぞれの違いがある。このため、適切な保安管理を
行うためには、過去の修繕履歴や点検等の情報は勿論のこと、定期的な点検等によ
り可能となる傾向管理や些細な異変等を把握することが重要である。これらの情報
を持ち、状態監視を行うことで、施設の継続的な安全を保つことが可能となり、ひい
ては施設の長寿命化に貢献し、費用の低減に繋がる。
　また、自然災害等による緊急事態に迅速かつ適切に対応し、ポンプ設備、水処理
設備等の事故においても放流水質の基準値超過や浸水事故を防ぐため、バックアッ
プ設備をいつでも稼動できるように保守・点検を行うためには、各施設・設備の特性
を熟知したうえで、上記の劣化履歴情報等を把握していることが重要となる。仮に経
験者であっても下水道施設の運転整備を直ちに行える人材を求めることはきわめて
困難である。従って、これらの運転整備等業務に必要な要件について、長年蓄積さ
れた技術力とノウハウを、唯一有している当該業者と特命随意契約するもの。

公営企
業法施
行令第

２号

非公表
（特命随意契約で、
継続性がある）

（注）「根拠法令※」は次のように記入しています。

　　○公営企業法施行令：地方公営企業法施行令第21条の14第1項中の該当号

上下水道局　施設課



随意契約結果一覧表 （令和２年１０月～令和３年３月契約分）　　　　　　

契約担当課・連絡先　 093-582-2485　

件 名
契 約 の 相 手 方 の
商 号 又 は 名 称

契約金額
（円）

契 約 締 結 日 随 意 契 約 と し た 具 体 的 な 理 由
根拠
法令
※

予定価格
（円）

備 考

日明浄化センター他３ポンプ
場運転整備等業務委託

株式会社 ケイ・イー・エス 272,800,000 令和3年3月23日

　港町などの合流ポンプ場においては、２４時間休むことなく流入する汚水
を浄化センターに送水するとともに、雨天時には雨水を安全に排除するこ
とが求められる。このため通常時においても雨天時に備え、ポンプ設備が
確実に稼動するように整備できていなければならない。また台風や豪雨な
どの警戒体制に際しては、ポンプ場に常駐し、停電が発生すればゲート操
作による流入量の調整から、発電機の起動、ポンプの運転再開などの一
連の操作を行い、設備が故障した場合には、速やかに他の設備に切り替
えて故障設備の復旧に努めなければならない。遠隔監視装置の断線や故
障時には、浄化センターからの運転が出来ないため、センターへの連絡を
取りつつポンプ場で一切の操作を行ない、雨水を確実に排除し、汚水は
浄化センターに送水し続けなければならない。
　日明浄化センターにおいても、日々の下水処理を行いつつ、常に雨天時
の増水に対応できるよう水処理設備を整備し、故障が発生した場合は、臨
機応変な対応ができるように準備していなければならない。また汚泥処理
では、発生する汚泥を安定的に脱水処理するために常に変化する汚泥性
状に応じた運転が求められる。
　このように浄化センターやポンプ場の設備は、設置されている状況や機
器類の型式あるいは老朽化の状況等それぞれの違いがある。このため、
適切な保安管理を行うためには、過去の修繕履歴や点検等の情報は勿
論のこと、定期的な点検等により可能となる傾向管理や些細な異変等を
把握することが重要である。これらの情報を持ち、状態監視を行うことで、
施設の継続的な安全を保つことが可能となり、ひいては施設の長寿命化
に貢献し、費用の低減に繋がる。
　また、自然災害等による緊急事態に迅速かつ適切に対応し、ポンプ設
備、水処理設備等の事故においても放流水質の基準値超過や浸水事故
を防ぐため、バックアップ設備をいつでも稼動できるように保守・点検を行
うためには、各施設・設備の特性を熟知したうえで、上記の劣化履歴情報
等を把握していることが重要となる。仮に経験者であっても下水道施設の
運転整備を直ちに行える人材を求めることはきわめて困難である。従っ
て、これらの運転整備等業務に必要な要件について、長年蓄積された技
術力とノウハウを、唯一有している当該業者に特命随意契約するもの。

公営企
業法施
行令第

２号

非公表
（特命随意契約で、
継続性がある）

（注）「根拠法令※」は次のように記入しています。

　　○公営企業法施行令：地方公営企業法施行令第21条の14第1項中の該当号
　　　　　　　　　　　

上下水道局　施設課



随意契約結果一覧表 （令和２年１０月～令和３年３月契約分）　　　　　　

契約担当課・連絡先　 093-582-2485　

件 名
契 約 の 相 手 方 の
商 号 又 は 名 称

契約金額
（円）

契 約 締 結 日 随 意 契 約 と し た 具 体 的 な 理 由
根拠
法令
※

予定価格
（円）

備 考

（注）「根拠法令※」は次のように記入しています。

　　○公営企業法施行令：地方公営企業法施行令第21条の14第1項中の該当号

非公表
（特命随意契約で、
継続性がある）

浄化センター中央操作及び
新町・北湊浄化センター等運
転整備等業務委託

株式会社 北九州ウォーター
サービス

805,200,000 令和3年3月23日

【中央操作業務】
　本業務は、浄化センター中央監視室において水処理設備等の運転状況や処理工程を集中監
視し、機器の遠隔操作や異常の確認と応急措置、データの記録、緊急時の連絡及び状況報告
等を行うとともに、雨天時には、地域特性により異なる流入水量の状況に応じて、雨水ポンプ、汚
水ポンプ、ゲート操作の稼働調整を行い、浸水防除と環境負荷低減に努める業務である。また、
系列の無人化ポンプ場の遠隔監視操作により、安定的に汚水を中継するとともに、雨天時の浸
水防除を行うもので、２４時間有人監視のもと流入汚水を安全な水質にして確実に放流する基幹
的な業務である。
　汚水処理は、微生物（活性汚泥）による処理を行うため、流入する汚水の量や性状等によって
空気量や微生物の量などを調整し、水質の管理を行い、下水処理の過程を監視し、微生物の活
動を制御し安定した放流水質を維持しなければならない。この空気量調整と微生物活動の制御
については、定型的で確立された方法がないことや浄化センターごとに流入する汚水の量や性
状が異なること、ゲリラ豪雨等により発生する急激な水量変化による市街地や下水道施設の浸
水防除のために施設ごとの特徴を考慮した運転が必要となることなどから、現場状況を熟知し、
当該施設での実務経験に基づく適切な機器等の操作が不可欠である。
　当該業者は、本市のガバナンスの下で上下水道事業の基幹的業務の効率的・安定的な事業
体制の維持を図ること等を目的に設立された法人であるまた、（一財）北九州上下水道協会から
事業譲渡を受けた法人であり、同協会から、本市特有の地域特性や下水処理施設にノウハウを
多く継承している。また、全浄化センターで雨天を想定した停電操作訓練を行うなどして、危機管
理能力の向上にも努めている。他都市でも例を見ない市職員の拠点化による市職員不在の浄
化センターや遠隔化による無人ポンプ場において、水処理や浸水対応運転、省エネ等のための
効率的な運転を実施できる団体は同社以外にはない。したがって、浸水事故や放流水質の基準
値超過を防ぎ、安心安全で安定した市民サービスを提供するため、本市浄化センターで長年蓄
積された技術力とノウハウを唯一有する当該業者に特命するもの。
【運転整備業務】
　ポンプ場においては、２４時間休むことなく流入する汚水を浄化センターに送水するとともに、雨
天時には雨水を安全に排除することが求められる。このため通常時においても雨天時に備え、ポ
ンプ設備が確実に稼動するように整備できていなければならない。
浄化センターにおいても、日々の下水処理を行いつつ、常に雨天時の増水に対応できるよう水処
理設備を整備し、故障が発生した場合は、現場での運転や操作など臨機応変な対応ができる必
要がある。
　そのため、委託業者主導で全ての施設において雨天時を想定した停電操作訓練を行うなどし
て、危機管理能力の向上に努めている。また台風や豪雨などの警戒体制に際しては、ポンプ場
に常駐し、停電が発生すればゲート操作による流入量の調整から、発電機の起動、ポンプの運
転再開などの一連の操作を行い、設備が故障した場合には、速やかに他の設備に切り替えて故
障設備の復旧に努めなければならない。遠隔監視装置の断線や故障時には、浄化センターから
の運転が出来ないため、センターへの連絡を取りつつポンプ場で一切の操作を行ない、雨水を
確実に排除し、汚水は浄化センターに送水し続ける必要がある。浄化センターやポンプ場におけ
る流入水の状況は、地形や下水道管の整備状況等によりそれぞれの特徴があり、特に合流地
区では、雨天時には流入水量が大幅に増加する。このため、浸水を防ぐには、流入水の状況や
各施設・設備の特徴を熟知し、長年蓄積されたノウハウによる各現場での瞬時の判断や対応が
不可欠である。また汚泥処理では、発生する汚泥を安定的に脱水処理するために常に変化する
汚泥性状に応じた運転が求められる。浄化センターやポンプ場の設備は、設置されている状況
や機器類の型式あるいは老朽化の状況等それぞれの違いがある。このため、適切な保安管理
を行うためには、過去の修繕履歴や点検等の情報は勿論のこと、定期的な点検等により可能と
なる傾向管理や些細な異変等を把握することが重要である。これらの情報を持ち、状態監視を行
うことで、施設の継続的な安全を保つことが可能となり、ひいては施設の長寿命化に貢献し、費
用の低減に繋がる。
　また、自然災害等による緊急事態に迅速かつ適切に対応し、ポンプ設備、水処理設備等の事
故においても放流水質の基準値超過や浸水事故を防ぐため、バックアップ設備をいつでも稼動
できるように保守・点検を行うためには、各施設・設備の特性を熟知したうえで、上記の劣化履歴
情報等を把握していることが重要となる。仮に経験者であっても下水道施設の運転整備を直ちに
行える人材を求めることはきわめて困難である。したがって、浸水事故や水処理設備等の事故に
よる放流水質の基準超過を防ぎ、安心安全な市民サービスを安定的に提供するため、地域特性
や設備機器の特性など技術力とノウハウを有している当該業者と特命随意契約するもの。

公営企
業法施
行令第

２号

上下水道局　施設課



随意契約結果一覧表 （令和２年１０月～令和３年３月契約分）　　　　　　

契約担当課・連絡先　 093-582-2485　

件 名
契 約 の 相 手 方 の
商 号 又 は 名 称

契約金額
（円）

契 約 締 結 日 随 意 契 約 と し た 具 体 的 な 理 由
根拠
法令
※

予定価格
（円）

備 考

曽根浄化センター薬品選定
等業務委託

株式会社 ケイ・イー・エス
7,500円／汚泥固
形分１ｔ当り

令和3年3月23日

　本業務は「曽根浄化センター運転整備等業務委託」における汚泥脱水
処理業務で使用する薬品の選定や在庫管理等を行う業務である。
　本業務に当っては、発生する汚泥の日々の性状を正確に把握し、それ
に応じた薬品の種類・注入率の最適な組合せを選定して、脱水機を運転
し、目標含水率の汚泥に脱水しなければならない。
　加えて、後続する下水汚泥燃料化やセメント原料の汚泥処理処分等に
支障を及ぼさないように、脱水汚泥の量と安定を図ることが強く求められ
る。
　このように、薬品選定と汚泥脱水業務とは密接に関連し、不可分である
ため「曽根浄化センター運転整備等業務委託」を受託した当該業者と特命
随意契約するもの。

公営企
業法施
行令第

６号

非公表
（特命随意契約で、
継続性がある）

単価契約
予定総額
26,086,500円

新町・北湊浄化センター薬品
選定等業務委託

株式会社 北九州ウォーター
サービス

10,500円／汚泥
固形分１ｔ当り（新
町
浄化センター）
13,500円／汚泥
固形分１ｔ当り（北
湊浄化センター）

令和3年3月23日

　本業務は「浄化センター中央操作及び新町・北湊浄化センター等運転整
備等業務委託」における新町浄化センター及び北湊浄化センターの汚泥
脱水処理業務で使用する薬品の選定や在庫管理等を行う業務である。
　本業務に当っては、発生する汚泥の日々の性状を正確に把握し、それ
に応じた薬品の種類・注入率の最適な組合せを選定して、脱水機を運転
し、目標含水率の汚泥に脱水しなければならない。
　加えて、後続する下水汚泥燃料化やセメント原料の汚泥処理処分等に
支障を及ぼさないように、脱水汚泥の量と安定を図ることが強く求められ
る。
　このように、薬品選定と汚泥脱水業務とは密接に関連し、不可分である
ため「浄化センター中央操作及び新町・北湊浄化センター等運転整備等
業務委託」を委託する当該業者と特命随意契約するもの。

公営企
業法施
行令第

６号

非公表
（特命随意契約で、
継続性がある）

単価契約
予定総額
48,809,200円

皇后崎浄化センター薬品選
定等業務委託

株式会社 ケイ・イー・エス
11,800円／汚泥
固形分１ｔ当り

令和3年3月23日

　本業務は「皇后崎浄化センター運転整備等業務委託」における汚泥脱
水処理業務で使用する薬品の選定や在庫管理等を行う業務である。
　本業務に当っては、発生する汚泥の日々の性状を正確に把握し、それ
に応じた薬品の種類・注入率の最適な組合せを選定して、脱水機を運転
し、目標含水率の汚泥に脱水しなければならない。
　加えて、後続する下水汚泥燃料化やセメント原料の汚泥処理処分等に
支障を及ぼさないように、脱水汚泥の量と安定を図ることが強く求められ
る。
　このように、薬品選定と汚泥脱水業務とは密接に関連し、不可分である
ため「皇后崎浄化センター運転整備等業務委託」を委託する当該業者と
特命随意契約するもの。

公営企
業法施
行令第

６号

非公表
（特命随意契約で、
継続性がある）

単価契約
予定総額
78,619,860円

（注）「根拠法令※」は次のように記入しています。

　　○公営企業法施行令：地方公営企業法施行令第21条の14第1項中の該当号

　　　　　　　　　　　

上下水道局　施設課



随意契約結果一覧表 （令和２年１０月～令和３年３月契約分）　　　　　　

契約担当課・連絡先　 093-582-2485　

件 名
契 約 の 相 手 方 の
商 号 又 は 名 称

契約金額
（円）

契 約 締 結 日 随 意 契 約 と し た 具 体 的 な 理 由
根拠
法令
※

予定価格
（円）

備 考

日明浄化センター薬品選定
等業務委託

株式会社 ケイ・イー・エス
14,500円／汚泥
固形分１ｔ当り

令和3年3月23日

本業務は「日明浄化センター運転整備等業務委託」における汚泥脱水処
理業務で使用する薬品の選定や在庫管理等を行う業務である。
本業務に当っては、発生する汚泥の日々の性状を正確に把握し、それに
応じた薬品の種類・注入率の最適な組合せを選定して、脱水機を運転し、
目標含水率の汚泥に脱水しなければならない。
加えて、後続するセメント原料の汚泥処理処分等に支障を及ぼさないよう
に、脱水汚泥の量と安定を図ることが強く求められる。
このように、薬品選定と汚泥脱水業務とは密接に関連し、不可分であるた
め「日明浄化センター運転整備等業務委託」を委託する当該業者と特命
随意契約するもの。

公営企
業法施
行令第

６号

非公表
（特命随意契約で、
継続性がある）

単価契約
予定総額
53,671,750円

産業廃棄物処理業務委託 ひびき灘開発 株式会社
8,500円／トン
（消費税等772
円を含む額）

令和3年3月31日

　本業務は、下水処理で発生する汚泥（産業廃棄物）を最終処分場で埋
立処分を行なうものであり、産業廃棄物処分業の処理業者が業務を行な
うことが法律上義務付けられている。
　現在、県内で対象となる事業者は４社あるが、うち今回処理を委託する
汚泥を受入れるのは、ひびき灘開発株式会社１社のみである。
　以上から、当該業者と特命随意契約するもの。

公営企
業法施
行令第

２号

非公表
（特命随意契約で、
継続性がある）

単価契約
予定総額
6,205,000円

脱水ケーキセメント化処理委
託

三菱マテリアル株式会社
九州工場

9,000円／１ｔ当り 令和3年3月31日
　当該業者は、下水汚泥を前処理することなく最終処分する方法に関する
技術をもち、他に同等の能力を有する業者がないため。

公営企
業法施
行令第

２号

非公表
（特命随意契約で、
継続性がある）

単価契約
予定総額
381,546,000円

（注）「根拠法令※」は次のように記入しています。

　　○公営企業法施行令：地方公営企業法施行令第21条の14第1項中の該当号

　　　　　　　　　　　

上下水道局　施設課



随意契約結果一覧表 （令和２年１０月～令和３年３月契約分）　　　　　　

契約担当課・連絡先　 093-582-2485　

件 名
契 約 の 相 手 方 の
商 号 又 は 名 称

契約金額
（円）

契 約 締 結 日 随 意 契 約 と し た 具 体 的 な 理 由
根拠
法令
※

予定価格
（円）

備 考

潮入川雨水幹線（その５）管
渠築造工事に伴う家屋事後
調査業務委託

有限会社 昭陽コンサルタント 1,800,700 令和2年11月16日

　本業務は、下水道工事完了後に近接する家屋の所有者から被害の申し
出を受けて、家屋の事後調査を行うものである。
　業務にあたっては、平成２９年度に当該地区における家屋事前調査を上
記業者が受注しており、事前調査と密接に関連する本業務において調査
結果の整合性を確保するため、上記業者へ特命随意契約するもの。

公営企
業法施
行令第

６号

2,900,000

潮入川雨水幹線（その６）管
渠築造工事に伴う家屋事後
調査業務委託

有限会社 安田設計コンサルタ
ント

1,760,000 令和2年11月16日

　本業務は、下水道工事完了後に近接する家屋の所有者から被害の申し
出を受けて、家屋の事後調査を行うものである。
　業務にあたっては、平成３０年度に当該地区における家屋事前調査を上
記業者が受注しており、事前調査と密接に関連する本業務において調査
結果の整合性を確保するため、上記業者へ特命随意契約するもの。

公営企
業法施
行令第

６号

1,660,000

（注）「根拠法令※」は次のように記入しています。

　　○公営企業法施行令：地方公営企業法施行令第21条の14第1項中の該当号

　　　　　　　　　　　

上下水道局　西部工事事務所　管理課


